
平成24年度税制改正大綱 
（厚生労働省関係の主要事項） 
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子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置（所得税、個人住民税） 

子ども・子育て新システムの構築に伴い、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合
には、新たに位置づけられる給付について非課税措置及び差押禁止措置を講じる。 

大綱の概要 
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○平成22年1月29日に、関係閣僚を構成員とする
「子ども・子育て新システム検討会議」が設けられ、
子ども・子育て新システムの検討が進められ、同年6
月29日に、全閣僚で構成する少子化社会対策会議
（会長：内閣総理大臣）決定された「子ども・子育て
新システムの基本制度案要綱」において、「事業ごと
に所管や制度、財源が様々に分かれている現在の子ど
も・子育て支援対策を再編成し、幼保一体化を含め、
制度・財源・給付について、包括的・一元的な制度を
構築する」とされた。 

 
○子ども・子育て新システムの今後の進め方について
は、「子ども・子育て新システムに関する中間とりま
とめについて」（平成23年7月29日 少子化社会対策
会議決定）において、「平成23年度中に必要な法制
上の措置を講じることとされている税制抜本改革とと
もに、早急に所要の法律案を国会に提出する」とされ
た。 

（※その他所要の措置は来年度以降の検討課題とする） 



平成24年度以降の子どものための現金給付に係る税制上の所要の措置（所得税・個人住民税） 

                                                   

  平成24年度以降の子どものための現金給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が

必要となる場合には、非課税措置及び差押禁止措置を講じる。 

大綱の概要 
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 「子どもに対する手当の制度のあり方について」（平成23年8月4日民主党・自由民主党・公明
党・3幹事長・政調会長合意）に基づき、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別
措置法附則第2条第１項において、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度
について、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に規定する子ども手当の
額を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする
旨規定されている。 

＜参考＞平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法（平成23年法律第107号）（抄） 
 
  （受給権の保護） 
 第14条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 
  （公課の禁止） 
 第15条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 
    附 則 
  （検討） 
 第２条 政府は、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する

子ども手当の額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものと
する。（以下略） 

 ２ （略） 



 
 事業税における社会保険診療報酬にかかる実質的非課税措置については、国民皆保険の中で 
必要な医療を提供するという観点や税負担の公平を図る観点を考慮した上で、地域医療を確保 
するために必要な措置について引き続き検討する。 

    事業税における医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平を図る観点や、 
 地域医療を確保するために必要な具体的な措置等についてのこれまでの議論を踏まえつつ、 
   平成25年度税制改正において検討する。 

社会保険診療報酬に係る非課税措置及び医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続 
（事業税） 

大綱の概要 

社会保険診療報酬 社会保険診療報酬以外 

非課税 

開設主体 
400万円 
以下 

400万円超 
800万円以下 

800万円超 

特別法人 
(医療法人等) 

2.7% 
(約4.9%) 

3.6% 
（約6.5%） 

3.6% 
(約6.5%) 

普通法人 
2.7% 

(約4.9%) 
4.0% 

(約7.2%) 
5.3% 

(約9.6%) 

個人 5.0% 

注：（）内の％は、20年10月以降の事業年度から事業税と分離して課税される「地方法人特別税」（事業税率の81%）を合算した税率 
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社会保険診療報酬の金額 概算経費率 

2,500万円以下 ７２％ 

2,500万円超 3,000万円以下 ７０％ 

3,000万円超 4,000万円以下 ６２％ 

4,000万円超 5,000万円以下 ５７％ 

 
 会計検査院から意見表示がなされている社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別
措置の見直しについては、会計検査院から指摘された制度の適用対象となる基準のあり方等に
留意しつつ、小規模医療機関の事務処理の負担を軽減するという特例の趣旨に沿ったものとな
るよう、課税の公平性の観点を踏まえ、厚生労働省において適用実態を精査した上で、平成25
年度税制改正において検討する。 

社会保険診療報酬の所得計算の特例（所得税） 

大綱の概要 

＜参考＞ 社会保険診療報酬の所得計算の特例 
 医業又は歯科医業を営む個人及び医療法人が、年間の社会保険診療報酬が5000万円以下であ
るときは、当該社会保険診療に係る実際経費にかかわらず、当該社会保険診療報酬を4段階の階
層に区分し、各階層の金額に所定の割合を乗じた金額の合計額を社会保険診療に係る経費とする
ことができる特別措置。 
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研究開発税制（増加型・高水準型）の延長（所得税、法人税、法人住民税） 

 医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、試験研究費の増加額（いわゆる増加型） 
又は売上高の10％を超える試験研究費の額（いわゆる高水準型）の一定割合を税額控除する制度 
については、適用期限を２年延長する。 

大綱の概要 

 
 
 
 
 

控除額＝試験研究費の増加額×５％ 
 
増加額＝前３事業年度の平均試験研究費からの増加額 
 
ただし、前２年度中の多い額より試験研究費が増加してい
ることが条件 

本 体（恒久化部分） 

    

税
額
控
除
額
は 

法
人
税
額×

20

％
ま
で 

（
控
除
限
度
額※

） 
 

※ 控除限度額を超過した場合、超過部分については、翌年度まで繰越し可能。 

増加型 

    

税
額
控
除
額
は
、
法
人 

税
額×

10

％
ま
で 

 
 

 
 

（
控
除
限
度
額
） 

高水準型 

控除額＝売上高の10％を超える 試験研究費の額 
×控除率  

○控除率＝ 
(試験研究費／売上高－0.1)×0.2 

選択 

総額型 

                
                 ８％ ＋       × 0.2  

         
 

売   上   高 

試験研究費 

（注）中小企業及び産学官連携は、一律12％ 

控除額＝試験研究費 × ８ ～ １０％ （注） 

上
乗
せ
（
時
限
措
置
部
分
） 

 
 

※

平
成
２
５
年
度
末
ま
で 
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平成２３年度までは、３０％まで 平成２１年度及び２２年度の超過部分については、平成２４年度まで繰越し可能 



国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ 
（たばこ税・地方たばこ税） 

          たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かって、
税率を引き上げていく必要がある。平成25年度税制改正以降の税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、
葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めつつ判断する。また、今後のたばこ事業の 
あり方の検討に際しては、平成22年度税制改正大綱及び平成23年度税制改正大綱で示した方針並びに復興財源
確保法におけるＪＴ株式の処分及びその保有のあり方の検討との整合性に留意する。 

大綱の概要 

■男性喫煙者の肺がんによる死亡率は、男性非喫煙者に比べて約４．５倍高い

■慢性閉塞性肺疾患（COPD）のほとんどの要因が喫煙となっている（８０％～９０％）

■４０歳時点のたばこを吸っている男性の平均余命は、たばこを吸わない男性より、 ３．５年

短い
主要国の喫煙率

■たばこ規制枠組条約（FCTC）第６条において、たばこの需要を減

少させるための価格及び課税に関する措置を実施することが求めら
れている

出典；ＪＴホームページ
http://www.jti.co.jp/JTI/tobaccozei/graph_shikumi.html

主要国のたばこ価格（円）※１ドル=80円で換算（参考）

喫煙の健康への悪影響は明らかであるが、いまだ日本の喫煙率は高い。

１箱（２０本入り）410円

国たばこ税
106.04円（25.9％）

地方たばこ税
122.44円（29.9％）

たばこ特別税
16.40円（4.0％）

消費税
19.52円（4.76％）

たばこの税負担合計
２６４.４０円（６４.５％）

出典：たばこアトラス第３版（2009）
日本は平成21年国民健康・栄養調査

国名 日本 ドイツ フランス イギリス オーストラリア

喫煙率

男
性 38.2% 34.8% 33.3% 22.0% 16.6%

女
性 10.9% 27.3% 26.5% 20.0% 15.2%

国名 日本 ドイツ フランス イギリス オーストラリア

価格 410 510 581 858 625 
出典：たばこアトラス第３版（2009)

たばこの課税政策を行う背景 

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」 

健康日本２１（運動期間：2000～2012） 

がん対策基本計画 

○平成18年に成立したがん対策基本法に基づき、平成19年度に策定。 

【たばこ対策】健康影響に関する知識の普及、未成年者の喫煙率を0％に

するなど、がん予防のための重要な柱の1つとして取り組んでいる。 

 

第６条 締約国は、価格及び課税に関する措置がたばこの消費を減少させ 

 るための効果的及び 重要な手段と認識し、課税政策を実施すること。 

（日本：平成16年6月批准、平成17年2月発効） 

（締約国数：172カ国（平成22年11月現在）） 

○健康増進法第7条に基づく、目標期間、目標数値を有する具体的な計画 

○健康日本２１では、健康寿命の延伸等を実現するため、国民が一体と

なった健康づくり運動を推進し、社会全体の健康づくりに関する意識の向

上及び取組を促す。 

【たばこ対策】未成年者の喫煙をなくす、受動喫煙の防止等の他に「喫煙

をやめたい人がやめる」という目標項目を設定した。 
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配偶者控除の見直し（所得税、個人住民税） 

   

大綱の概要 

 平成23年度税制改正大綱（平成22年12月16日閣議決定）では、「配偶者控除を巡る様々な議論、
課税単位の議論、社会経済状況の変化等を踏まえながら、配偶者控除については、平成24年度税制
改正以降、抜本的に見直す方向で検討」するとされている。 
 また、第３次男女共同参画基本計画（平成22年12月17日閣議決定）では、「国民生活に与える影
響に配慮しつつ、配偶者控除の縮小・廃止を含めた税制の見直しの検討を進める」こととされてい
る。 

 配偶者控除を巡る様々な議論、課税単位の議論、社会経済状況の変化等を踏まえながら、引き続き、
抜本的に見直す方向で検討する。 

 さらに、税制調査会における社会保
障改革案に対する意見（平成23年6月
16日では、「厚生年金の適用拡大等と
配偶者控除のあり方の見直しなど、相
互に関連する社会保障制度と税制の課
題について、一体的に検討を進めるこ
と」とされている。 
 こうした指摘を踏まえつつ、配偶者
控除の見直しを行う必要がある。 

配偶者控除・配偶者特別控除制度の仕組み（所得税）

① 配偶者控除

② 配偶者特別控除

（配偶者の給与収入）

（105万円未満）

（110）

（115）

（120）

（125）

（130）

（135）

（140）

（141万円未満）

141万円

　居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、年間の給与収入が１０３万円以下の者を有する場合には３８万
円を控除する。

　収入の非課税限度額１０３万円を超えても（すなわち、独立した納税者となっても）、年間の給与収入が１４１万円までは、収
入に応じて控除が適用されるようになっている。

103万円

６

３

31

38万円

36

16

11

21

26

０

最高

38万円

納税者本人の

受ける控除額

配偶者の

給与収入

②配偶者特別控除

①配 偶 者 控 除 ３８万円

（給与収入103万円以下の配偶者を対象）
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 平成23年度末で廃止期限を迎える適格退職年金のうち、事業主が存在しないもの、厚生年金保険 
未適用事業所の事業主が締結しているものについては企業年金等に移行できないことから、 
廃止期限を過ぎた平成24年度以降も、現行の税制優遇措置を継続適用する。 

大綱の概要 

・適格退職年金（以下「適年」という。）は、受給権保護の仕組みが弱いことから、平成1４年度 
 から10年の経過期間を設けて、廃止が決まっており、平成23年度末にその期限を迎える。 
 
・廃止決定時に約7万4千件あった適年は、これまでにほとんどすべてが移行等を完了又は今後の方 
 針を決めているものの、引き続き、関係者が一体となって、企業年金等への移行を進めている。 
 
・しかしながら、ごく一部（約170件）の適年は、制度的に企業年金等へ移行できないため、受給
権保護の観点から、これらに対する税の優遇措置を廃止期限後（平成24年度以降）も継続する必
要がある。     

 

事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職年金に関する 
税制優遇措置の継続（所得税、法人税、個人住民税、法人住民税） 

 

年金資産を運用時非課税とする。 
年金・一時金給付を公的年金等控除・ 
 退職所得控除の対象とする。 

具体的優遇措置 

8 



9 

生活衛生関係営業関連の税制（所得税、法人税、固定資産税） 

（１）生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 
    生活衛生同業組合等が共同利用施設（共同送迎バス、共同研修施設、共同蓄電設備など）を設置した 
   場合に、取得価額の６％の特別償却を認める現行の特例措置について、適用期限を１年延長 
（２）公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長 
    クリーニング事業者がエコ・クリーニング機を取得した場合に取得価額の８％の特別償却を認める現行措置 
   の適用期限を２年延長 
（３）公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の見直し 
    ドライクリーニング機の技術革新に合わせ、外付け型の活性炭吸着回収装置を対象外とし、フッ素系溶剤 
   を使用するドライクリーニング機を新たに加え、課税標準を価格の２分の１にした上で、適用期限を２年延長 

大綱の概要 

現状 

【生活衛生関係営業の特徴】 

生衛業は国民生活に密着し、
大半が零細事業者 

 

 

 

 従業員5人未満の事業所が 
70.4% 

 約115万事業所 

    （全産業589万うち19.5%） 

 約667万人の雇用 

        （全従業者5,844万のうち11.4%） 

○事業収益の低迷や国内民需の減速 

○大手チェーンストアの進出 

○新たな環境規制 

○協業化等による合理化・省力化の推進、生産性の向上(共同利用施設) 

○環境に優しい営業の推進（公害防止用設備） 

○経営基盤の安定 

○国民の衛生水準の向上 

政策税制（軽減措置等） 

取得段階の軽減措置 保有段階の軽減措置 

・共同利用施設の特別償却 

・公害防止用設備の特別償却 

・公害防止用設備に係る 

 課税標準の特例措置 
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ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し（固定資産税） 

  ホテル・旅館の用に供する家屋に係る固定資産評価について、現在実施されている実態調査等の結果を
踏まえ、家屋類型間の減価状況のバランスも考慮の上、具体的な検討を進め、平成２７年度の評価替えに
おいて対応する。 

大綱の概要 

 
 
 ○ホテル・旅館は、建物等の固定資産そのものが重要な商品であることから、顧客ニーズの変化を踏まえて、顧客ニーズに合致 
    しなくなった建物は経過年数が比較的短くても除却されるような状況にある。 
 ○一方で、ホテル・旅館の用に供する建物に係る固定資産税に関しては、建築後、何年経過してもその評価額が下がらない等、 
   使用実態に即したものになっているとは言い難いことから、その評価を適正化する必要がある。 

 
６０〃４４９施設 

（平成２１年３月３１日現在）    
   

             【内訳】   
                     ホテル営業：９〃６０３ 

          旅館営業  ：５０〃８４６ 

ホテル・旅館の施設数 固定資産評価基準における経年減点補正率 
基準表の経過年数 

構造 経過年数 

 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 50年 

 煉瓦造、コンクリートブロック造及び石造 45年 

 鉄骨造（骨格材の肉厚が４mmを超えるもの） 35年 

 鉄骨造（骨格材の肉厚が３mmを超え４mm以下のもの） 28年 

 鉄骨造（骨格材の肉厚が３mm以下のもの） 20年 

 ◆対象税目    固定資産税 
 ◆特例措置の対象 ホテル・旅館の用に供する建物 
 ◆特例措置の内容 ホテル・旅館の用に供する建物に係る固定資産評価を実態に即したものに見直す。 
 ◆政策の達成目標 国内観光旅行による国民一人当たり年間宿泊数 ４泊（平成２２年度） 
          国内における観光旅行消費額 ３０兆円（平成２２年度） 

ホテル（非木造） 

現状と課題 



 

 

 

 

 

 

 

平成 24年度 

税制改正大綱 

（厚生労働省関係） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年 12月 10日 

 

   

厚生労働省 
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Ⅰ．子ども・子育て                                

 

＊① 子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置  〔所得税、個人住民税等〕  

子ども・子育て新システムに基づく給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が

必要となる場合には、次の措置を講じます。 

イ 所得税を課さないこととします。 

ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止します。〔24、26ページ〕 

 

② 平成 24 年度以降の子どものための現金給付に係る税制上の所要の措置 

〔所得税、個人住民税等〕 

平成 24 年度以降の子どものための現金給付について、所要の法整備が行われ、税制上の

措置が必要となる場合には、次の措置を講じます。 

イ 所得税を課さないこととします。 

ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止します。〔25、26ページ〕 

 

Ⅱ．医療・介護等                              

 

③ 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続        〔事業税〕 

④ 医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続       〔事業税〕 

事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置については、国民皆保険の中

で必要な医療を提供するという観点や税負担の公平を図る観点を考慮した上で、地域医療を

確保するために必要な措置について引き続き検討します。 

事業税における医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平を図る観点や、地

域医療を確保するために必要な具体的な措置等についてのこれまでの議論を踏まえつつ、平

成 25 年度税制改正において検討することとします。〔75ページ〕 

 

⑤ 社会保険診療報酬の所得計算の特例          〔所得税〕 

会計検査院から意見表示がなされている社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置

の見直しについては、会計検査院から指摘された制度の適用対象となる基準のあり方等に留意しつつ、

小規模医療機関の事務処理の負担を軽減するという特例の趣旨に沿ったものとなるよう、課税の公平性

の観点を踏まえ、厚生労働省において適用実態を精査した上で、平成 25 年度税制改正において検討

することとします。〔73ページ〕 
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＊⑥ 研究開発税制（増加型・高水準型）の延長       〔所得税、法人税、法人住民税〕 

試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の 10％を超える試験研究費に係る

税額控除を選択適用できる制度の適用期限を 2年延長します。〔42ページ〕 

 

＊⑦ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長 

〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕 

中小企業者等の尐額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を 2 年延長

します。〔43ページ〕 

 

⑧ 国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ 

〔たばこ税、地方たばこ税〕 

たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かっ

て、税率を引き上げていく必要があります。 

平成 25 年度税制改正以降の税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農

家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めつつ判断していきます。 

また、今後のたばこ事業のあり方の検討に際しては、平成 22年度税制改正大綱及び平成 23

年度税制改正大綱で示した方針並びに復興財源確保法※に基づく日本たばこ産業株式会社

の株式の処分及びその保有のあり方の検討との整合性に留意します。〔9 ページ〕 

 

※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特

別措置法」（平成 23 年法律第 117号） 

 

⑨ 改正障害者自立支援法等の施行に伴う税制上の所要の措置 

 〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕 

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直しを行います。 

ロ  収用対象事業用地の買取に係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に

係る児童発達支援センターを追加します。〔19、23ページ〕 
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⑩ 改正介護保険制度の施行に伴う税制上の所要の措置 

〔所得税、法人税、登録免許税、消費税、地価税、個人住民税、法人住民税、   

事業所税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕 

医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰
かくたん

吸引等に係る費用

の自己負担分を加えます。〔25、26ページ〕 

消費税が非課税とされる介護サービスの範囲に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複

合型サービス及び地域支援事業として要支援者等に対して行われる資産の譲渡等を加えるこ

ととします。〔65ページ〕 

老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業

及び認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税

の非課税措置について、対象となる事業に複合型サービス福祉事業を追加するとともに、老人居宅介

護等事業に定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る事業を追加します。〔38、40ページ〕 

 

⑪ 無料低額老人保健施設に係る減免措置の規定の見直し    〔固定資産税〕 

生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させ

る事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、無料又は

低額利用に係る入所者の割合の算定方法の見直しを行います。〔36ページ〕 

 

Ⅲ．年金                                  

 

⑫ 事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職年金に関する税

制優遇措置の継続        〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税〕 

平成24年3月31日をもって廃止される適格退職年金制度に関し、いわゆる閉鎖型の適格退職年金

契約のうち、事業主が存在しないもの及び厚生年金保険未適用事業所の事業主が締結しているものに

ついて、現行の適格退職年金契約に係る税制上の措置を継続適用する措置を講じます。 

〔27、49ページ〕 

 

Ⅳ．就労促進                                  

  

⑬ 配偶者控除の見直し         〔所得税、個人住民税〕 

配偶者控除については、配偶者控除を巡る様々な議論、課税単位の議論、社会経済状況

の変化等を踏まえながら、引き続き、抜本的に見直す方向で検討します。〔76ページ〕 
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⑭ 雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置      〔所得税、個人住民税等〕 

雇用保険法の失業等給付について、所要の法律改正が行われ、税制上の措置が必要となる場合に

は、次の措置を講じます。 

イ 所得税を課さないこととします。 

ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止します。〔25、26ページ〕 

 

＊⑮ 新築住宅に係る特例措置の延長         〔固定資産税〕 

新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を 2年延長します。〔38ページ〕 

新築住宅等に係る固定資産税の減額措置については、住宅ストックが量的に充足している現状を踏

まえ、住宅の質の向上を図る政策への転換、適正なコストによる良質な住宅の取得等の住宅政策の観

点から、平成 26 年度税制改正までに、社会経済の情勢を踏まえつつ、他の税目も含めた住宅税制の

体系と税制上支援すべき住宅への重点化等そのあり方を検討します。〔75ページ〕 

 

Ⅴ．生活衛生関係                               

 

⑯ 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 

〔法人税〕 

共同利用施設の特別償却制度の適用期限を１年間延長します。〔47ページ〕 

 

⑰ 公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長      〔所得税、法人税〕 

公害防止用設備の特別償却制度について、対象資産からＰＣＢ汚染物等無害化処理用

設備及び石綿含有廃棄物等無害化処理用設備を除外した上、その適用期限を 2 年延長し

ます。〔46 ページ〕 

 

⑱ 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の拡充     〔固定資産税〕 

公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直し

を行った上、その適用期限を 2 年延長します。 

 ロ 指定物質の排出抑制施設については、対象にフッ素系溶剤に係る活性炭利用吸着

式処理装置を含むドライクリーニング機を追加した上、課税標準を価格の 2 分の 1 

（現行 3 分の 1 ）とします。〔36 ページ〕 

 

＊⑲ ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し     〔固定資産税〕 

観光立国の観点から重要な役割を果たすホテル・旅館の用に供する家屋に係る固定資産評

価の見直しについて、現在実施している実態調査等の結果を踏まえ、家屋類型間の減価状況

のバランスも考慮の上、具体的な検討を進め、平成 27 年度の評価替えにおいて対応します。

〔42ページ〕 
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Ⅵ．その他の主な施策                               

 

＊⑳ 中小企業投資促進税制の拡充     〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕 

中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等

を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を 2年延長しま

す。〔43ページ〕 

 

＊㉑ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免許税の特例措置

の延長          〔登録免許税〕 

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業再構築計

画等又は認定中小企業承継事業再生計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽

減措置について、軽減税率を次の通り見直した上、その適用期限を 2年延長します。 

イ 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 

1,000分の 5（現行 1,000 分の 3.5） 

ロ 分割による法人の設立等の場合における次の登記 

（イ） 不動産の所有権の移転登記 1,000分の 4（現行 1,000分の 2） 

（ロ） 船舶の所有権の移転登記 1,000分の 23（現行 1,000分の 12） 〔31ページ〕 

 

 

※社会保障・税に関わる共通番号制度の導入に伴い税務分野において必要となる対応については、「社会

保障・税番号大綱」（平成 23年 6月 30日政府・与党社会保障改革検討本部決定）を踏まえ、「番号法案」

の具体化を受けて検討を行います。〔76ページ〕 



平成 24年度税制改正大綱 (抜粋 )

く参考 >平成四 年度 第18回税制調査会議事録 (平成
"年

11月 16日 (水))

○辻厚生労働副大臣

事業税における社会保険診療報酬等に係る特例措置についてでございますけれども、我が国の社会保険診療は、世

界に冠たる我が国の国民皆保険制度の中で、社会保険診療報酬という低廉な公定価格の下で、日本全国どこでも全て

の国民に必要な医療サービスを提供するものでございます。この意味で、社会劇癸診療が極めて高度の公共性、公益

性を有していることは自明でございま丸

実際、医療法は、営利を目的としないということを基本に据えており、また、医師、歯科医師等は、正当生理由な

く診療を拒めない応招義務などの制約も受けていることについて、深く御理解をいただきたいと思いま丸

また、社会保険診療以外の部分、いわゆる自由診療部分に係る特別措置については、例えば正常分娩を含tPA産期

医療や、住民の健康診断、予防接種など、公共性は高いものの、保険対象外である医療サービスが含まれているとこ

ろでございますЪこのように、患者の生命を守る、こうした治療を行う医師や医療法人の存在は、社会保験診療、自

由診療部分ともに国民生活を守る砦の一つであり、地颯医療の重要な基盤として公共サービスを自ら行っている立場

であると考えておりま丸

ここで、事業税の性格にも触れさせていただきたいと思いますが、羽成12年の政府税調の答申や税に関する文献

などを見ておりますと、法人事業税は事業活動を行うに当たって受ける地方公共団体の各種行政サービスに要する経

費を分担するという考え方に基づき課税するものとされているところでございま丸

すなわち、国税たる法人税は担税力といった租税能力説に課税の根拠を求めているのに対し、地方税たる事業税は

地方公共団体から受ける利益に応じた課税がなされるという租税利益説に立つものであり、課税に対する考え方が異

なっているわけでございます。医療機関に対する事業税の特例は、昭和27年に創設されておりますが、国税に関す

る租税詩別措置というのは、地方税法における附則に位置しますが、本特例は地方税法の本則に位置付けられている

ものであり、そうした意味合いで言えば、これは税法の本法に位置付けられたものであるわけでございま丸 それは、

とりもなおさず、医療法人が民間とは言え、公立病院同様に地域住民の健康保持に不可欠なサービスとして、行政サ

ービスの一翼としての機能を担っていることに着目しているからと言うべきものだと考えております。   ｀

以上のような観点から、医療について政策的な配慮から事業税に関する特男1措置が講じられていることは、むしろ

当然のことと言うべきものでありまして、厚生労働省といたしましては、今後ともこれらの措置の存続を強く求めて

いきたいと考えておりま九

0社 会保険診療報酬に係る非課税措置の存続

O医 療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続

〔事業税〕

〔事業税〕

事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置については、国民皆保険の

中で必要な医療を提供するという観点や税負担の公平を図る観点を考慮した上で、地域医療

を確保するために必要な措置について引き続き検討します。

事業税における医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平を図る観点や、地

域医療を確保するために必要な具体的な措置等についてのこれまでの議論を踏まえつつ、平

成 25年度税制改正において検討することとします。



0社 会保険診療報酬の所得計算の特例 〔所得税〕

会計検査院から意見表示がなされている社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置の

見直しについては、会計検査院から指摘された制度の適用対象となる基準のあり方等に留意しつつ、小

規模医療機関の事務処理の負担を軽減するという特例の趣旨に沿つたものとなるよう、課税の公平性の観

点を踏まえ、厚生労働省において適用実態を精査した上で、Ⅵ成25年度税制改正において検討すること

とします。

○辻厚生労働副大臣

私ども厚生労働省といたしましては、会計検査院の御指摘は真摯に、かつ謙虚に受け止める必要が

あるものと考えております。

一方で、本特例措置は、小規模零細医療機関の経営の安定を図り、地域医療に専念させることを目

的として昭和29年に立法化されたものでありますが、これは社会保険診療報酬額が十分ではない当時

の状況の中でそれを税制で補完する役割を担うこととして措置されたものでございます。翻って、時

を経た今日、国家の財政状況が厳しい中で社会保険診療報酬を大幅に引き上げることが困難な状況で

あることは御高承のとおりでございます。また、地域医療が疲弊している昨今において、杢措置を無

くすことは地域医療の確保にも大きな打撃を与えるものと言わなければなりません。更に、今年 3月

の東日本大震災により東北地方を中心に地域の医療提供体制の脆弱な状況に拍車がかかっていること

にも十分留意する必要があると思います。

なお、会計検査院の調査データのとり方が不適切と申し上げるつもりは毛頭ございませんが、私ど

もといたしましては、サンプルが都市部に偏つているという印象を抱いたことを指摘しておきたいと

思います。

いずれにせよ、見直しに当たっては地域医療の崩壊の現状や原因を明らかにすることも含めた十分

な実態調査が必要だと思います。

以上のような見地から、厚生労働省といたしましては、本措置を直ちに見直すことは適当ではない

と考えております。



4下 1

民主党厚生労働部門会議

(平成 23年 12月 27日 )

BS巨対策の再評価について

【厚生労働省配布資料】



■食品安全委員会への食品健康影響評価の

(1)国内措置

ア 検査対象月齢
現行の規制閾値である「20か月齢」から「 30か月齢」

とした場合のリスクを比較。

イ SRM(特 定危険部位)の範囲
頭部 (扁桃除く。)、 せき髄及びせき柱について、現行の

「全月齢」から「30か月齢超」に変更した場合のリスクを
比較。

(2)国境措置 (米国、カナダ、フランス及びオランダ)

ア 月齢制限
現行の規制閾値である「20カ明 齢」から「 30か月齢」

とした場合のリスクを比較。

イ SRM(特 定危険部位)の範囲
頭部 (扁桃除く。)、 せき髄及びせき柱について、現行の

「全月齢」から「30か月齢超」に変更した場合のリスクを
上ヒ車交。

※ フランス及びオランダについては、現行の「輸入禁止」
から「30か月齢」とした場合のリスクを比較。

(3)上記 1及び 2を終えた後、国際的な基準を踏まえて
さらに月齢の規制閾値 (上記(1)ア及び(2)ア)を引き上げた
場合のリスクを評価。
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■牛海綿状脳症(BSE:Bovine Spongiform Encepha口 opathy)

1.

2.

原因 (病原体)

異常プリオンたん白質 (たん白質の一種)

感受性動物

牛、水牛

(x200)

神経細胞及び周囲の神経網 に空胞が

見られる。

〔為 舗聯 金場蕃皇蒲 討
感染経路
BSE感染牛を原料とした肉骨粉 囲 を飼料として牛に給与することにより、感染が拡大。
→ BSE発 生防止には飼料規制が重要。

(注)肉骨粉とは、食肉処理の過程で得られる肉、皮、骨等の残さから製造される飼料原料。
BSE感染牛の特定危険部位が混入する可能性あり。

ヒ トヘの感染

変異型クロイツフェリレト・ヤコブ病 (vc]D)は 、BSEの異常プリオンたん白質の摂取が原因
と考えられている。平成 23年 (2011年 )1月までに、 vC]D患 者数は世界全体で 222人
(う ち英国 174人 )。

5.

6.

t)

■国内BSE対策の概要

飼料規制
●飼料の安全性確
保及び品質の改
善に関する法律

●牛海綿状脳症
キ寺月」]普置法

死 亡 牛 の 検 査

●家畜伝染病予防法
●牛海綿状脳症

4寺別措置法

<ト レーサビリティ
(注)個体識別番号により、

●牛海綿状脳症対策特別措置法
・頭部 (舌及び頬肉を除く。)

・せき髄及び回腸
(盲腸との接続部分から2m
までの部分に限る。)
BSE検 査
●と畜場法
●牛海綿状脳症対策特別措置法
21ヶ月齢以上の牛

(農林水産省所管 トレーサビリティ法)(注)>
その牛が、いつどこで生まれ、飼育され、と書きれたかなどが確認できる。

厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省

t)

3.症状

長い潜伏期間 (3～ 7年程度)の後、行動異常、運動失調など
の神経症状を呈し発病後 2週間から6ヶ月の経過で死に至る。
脳の組織にスポンジ状の変化を起こす。治療法はない。

4.診断法

脳から異常プリ7rンたん白質を検出することにより診断。
生前診断法はない。

●飼料規制などの生産段階からと畜、販売の各段階における規制により、食肉の安全性を確保
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■国産牛のBSE対策の経緯

平成 13年 (2001)
。 9月 10日
。10月  4日

・ 10月 18日 ～

平成 14年 (2002)
・ 6月 14日
平成 16年 (2004)
・ 2月 16日～
・ 2月
・ 9月  9日

10月 15日

平成 17年 (2005)
・ 5月  6日
・ 7月  1日

・ 8月  1日

平成 21年 (2009)
・ 4月  1日～

・ 5月 26日

国内において1頭日のBSE感染牛確認 (農 )

肉骨粉飼料完全禁止 (農 )

と畜場においてと畜解体される牛の全頭検査 (厚 )

特定部位 峰 月齢の頭部 (舌及び頬内を除く。)、 脊髄、扁桃及び回腸遠位部)の除去、焼却
の義務づけ (厚 )

牛海綿状脳症対策特別措置法の公布 (厚、農)

BSE発生国の牛のせき柱 (全月齢)の食品への使用禁止 (厚 )

我が国のBSE対策について、中立的立場から科学的評価・検証を開始 (食安委)

我が国のBSE対策の評価・検証結果の中間とりまとめ公表 (食安委)

特定危険部位 (SRM)の除去は人のBSE感染リスクを低減するめために非常に有効。
これまでの国内BSE検査において、 20ヶ月齢以下の感染牛が確認されていない。 等

全頭検査を含む国内対策の見直しについて、食品安全委員会に諮問 (厚、農)
・ BSE検査の検置対象月齢を21ヶ月齢以上とすること、SRMの除去の徹底等

食品安全委員会から答申 (厚、農)

牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令の公布 (厚 )
検査対象月齢 :零月以上→21ヶ月以上

改正省令の施行 (厚 )

・ 21ヶ月

“

未満の牛について地方自治体が自主検査を行う場合 よ、3年間の経過皓置として国庫補助を継続した上で、
平成 20年 (2003つ 7月末に終了した。

と畜場法施行規則を改正し、と畜場におけるビッシング ω を禁止 (厚 )
(注)と自の際.牛の脚が動くのを防ぐために、失神させた牛の頭部からワイヤ状の器具を揮入し、せき髄神経組織を

破壊すること。

OIE総会で日本の BSEステータスが「管理されたリスクの国」と認定

※都道府県等の食肉衛生検査体制 :81自治体、

()

112機関、と書険査員2′ 392人

■BSE検査頭数(と畜場 )とBSE感染確認頭数

BSE検査頭数 13SE確認頭数 は
'(平成22年 (2010年)3月 31日現在)…

(と菫湖励          く21   214o   41-60   61-80   >80

1平成13年度 (2001)        523′ 591   3(2)       1                3(2)|
|                           |

1平成14年度(2002)       1,253′ 8111  4c4)| 2r2) 1     2(2ヽ|■■■■■干l■ t∠υυ
`,            1′ `b●

′Oll1    4t4) | 27)1  2(2)

1平成15年度 (2003)       1′ 252,6301  4(3)      1  2(2)             .   2(1)|十厩ユb牛反 (ZU05,       1′ 252,6301  4(3)      1  2(2)

1平成16年度 (2004)       1,265′ 6201   5(3)| 1         1    1(1)1  3(2)

■3ヽあ21 ∝⊃|  1   9 191 平υ
l平成17年度 (2005)

7(2) 1    1(1)

岬 f唯 上型 止 型
i=_|三 II轟 世1平成20年度 (2008)      1′ 241′7521    1 1

1-― ― ―
―

‐
―

― ‐
― ― ―

 
一

    
― ―

―
― ― ― ― ― ―

|  ―
― __ _

1平成21年度 (2009)       1′ 232′4961    0 1                         1

1Ⅲ:響 F里?_三 __■1lⅢl■ ,「   | ___|1  11平成23年度 (2011)9月末まで   563,721    0 1
__._ 1__1__   ___二 [I「「 三J    i l      l

l ~         
―     

― ―

   |

「空翌霊
鶉 手ぶ 斜 葛封 I.需 ―

trJ¨
(注)( )は と畜場で確認された頭数。平成 13年 (2001年)9月に千葉県で確認された 1例日、

死亡牛検査で確認された 14例を含め、国内ではこれまでに36頭が BSE感染牛として確認
(注)平 成 21年度 (2009年度)以降は、BSE感染牛は確認されていない。

腔呼 彎∞?  響郎5 り ,1
罵鷹fttI II墓卦ゼ七I:正三

(平成 22年 (2010年 )3月末 )

()
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■国内のBSE検査陽性牛の出生年分布

●飼料規制等の国内対策の結果、平成 15年 (2003年)以降に出生した牛からは
BSE陽性牛は、確認されていない。

11■  ~~~‐   ~

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

頭

数

1992 1993 ■994 1995 1996 199フ  ■998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20o6 2007 200●  2009 2010 201■

出生年

0

■国内のBSE検査隅性牛の発症月齢分布

●…般的に、BSEは、高月齢で発症する.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

く20      21～ 30     31～36     37～48 49-60     61-72      72く

発症月齢

(注)30ヶ月齢以下で感染が確認された2頭については、高し撼度を示すマウスを用いた感染実験において
感染性は確認できなかつた。
は 生労働科学研究食品の安心 。安全確保推進研究事業「食品を介する3SEリスクの解明等に関する研究」)

頭
数

0
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■輸入牛のBSE対策の経緯

平成 8年  (1996)
・ 3月 25日
・  3月 26日
平成12年 c2000)
・ 12月 22日
7成 13`事 (2001)
・  2月 15日
I「Jt1 54● (2003)
・  5月 21日
・ 12月 24日
平成 17年 (2005)
・ 5月 24日

・ 12月  8日
・ 12月 12日

欧州委員会において、全ての英国産牛肉・牛肉加工品等の EUカロ盟国への輸出禁上を採択
英国産牛肉・牛肉加工品の輸入中止

EU諸国等からの牛肉・牛肉加工品の輸入中止

BSE発生国産の牛肉・牛カロエ品の輸入の法的禁止

t)

平成 19年 (2007)
・  5月 20日

～ 25日
・ 6月  1日
・  6月 20日

カナダにおいてBSE感染牛確認、輸入禁止
米国においてBSE感染牛確認、輸入禁止

食品安全委員会へ、対日輸出プログラムの道守を前提とした、我が国の牛肉と米国及びカナダ
から輸入される牛肉のリスクについての同等性について諮問
食品安全委員会の答申
米国及びカナダ産牛肉の輸入の再開

牛肉は20ヶ月齢以下と証明される牛由来
・特定危険部位 (SRM)はあらゆる月齢から除去

OIE総会 (米国及びカナダの BSEステータスが「管理されたリスクの国」と認定)

カナダ馳から輸入条件見直し協議の要請
米国側から輸入条件見直し協議の要請
【受講の内容】国際基準に則した貿易条件^の早期の移行

■世界のBSE発生件数の推移

2′500

頭
数 2,000

1,500

1,000

500

(注 2)
(注 3)

うち1頭はアメリカで確認されたもの。
カナダの累計数は、輸入牛による発生 1頭、

t)

(混載事例発生のため、平成 18年 (20%年)1月 20日から 7月 27日 までの間、米国産牛肉等の輸入手続を停止)

1992 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2009 2010 20111を 1'
累計

鉢 37′316 215 ′179 389 878 329 179 125 45 190′ 459
欧州鉢

(英国除く)
36 ′1,010 1,032 772 529 327 199 106 ●^ 56 33 7 5,785

(フランス ) (0) (274) (239) (137) (54) (31) (3) (8) (10) (0) (1017)
(オランダ) (0) (20) (24) (19) 6) (0) (88)

(デンマーク) (6) (2) (0) (0) (0) (0) (16)
英国 37,280 1,202 1.144 611 343 225 114 67 37 12 11 4 184′615

アメリカ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
カナダ 0 0 0 2(2' 1 1 5 3 4 1 1 1 20て

お )

日本 0 3 2 4 5 7 3 1 1 0 0 36
イスラコ レ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1, 01Eに よ

(2003年 12月 )1頭を含む.

-5-



■0:E(国際獣疫事務局 )におけるBSEステータスの分類と貿易条件

ステータス 貿易条件

① とさつ前後検査に合格

②飼料規制が施行された日以降に出生した牛由来で
あること

― ― ― ― ― ―
―

― ― ― ― ― ― ―
―

― ―
― ― ― ― ―   ―   

―
―

― ―
‐ ― ―

―

― ― ― ―
―

              

―

‐ ―

―

|

① ときつ前後検査に合格                |
② ビツシング等が行われていないこと
③特定危険部位 (SRM)が除去されていること

SRMの範囲 :全月齢のFm桃・回腸還位部、30ケ月齢超の

脳・眼・せき髄・頭蓋骨・せき柱

不明のリスクの国 こ喜ち語極私蕃il菖轟              ~~|
ピツシング等が行われていないこと           |
特定危険部位 (SRM)が 除去されていること
SRMの範囲 :全月齢の扁桃・回腸遠位部、 12ケ月齢超の

脳・眼・せき髄・頭蓋骨 。せき柱

(注 1)「無視できるリスクの国」の要件は、最も遅く産まれたBSE牛の生後 11年が経過していること等
(注 2)平成 25年 (2013年 )2月、日本は「無視できるリスクの国」の要件を満たす見通し

()

■各国のBSE検査体制

日 本

●

食肉検査 20ヶ月齢超

これまで

1200万頭程度実施

24ヶ月齢以上の

死亡牛害

これまで

78万頭程度実施

無視できるリスクの国 は1)

オーストラリア、
=ュ

ージーランド、

デンマーク等15ヶロ

管理された リスクの日

日本 は2)、 米日、カナダ、フランス、

オランダ専32ケロ

一――‐，「――――‐　‐

一

①

②

③

発生状況

調査 は1)

リスク牛 は2)

米  国 ガ
＝

力

■
■

E U l olE基 準

72ヶ月齢燿X

※ブルガリア、
ルーマニアについ
ては、 30ヶ月齢
を超える健康牛の
検査を実施

_(注 3)

30ヶ月齢以上の

高リスク牛
の一部

】
　
一̈
緋

一
拗
牛

一制
″

ル
訓
［

一し
削
［

一

48ヶ月齢超の

高リスク牛

※24ケ 月齢を超 |

１

２

３

注
注

注

える牛の検査を実
施 している国あり

BSEの発生状況やその推移などを継続的に調査 監視すること
中枢神経症状牛、死亡牛、歩行困難牛などのこと
OIE基準では、BSEスクリーニング検査の実施を求めていない。

0
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ＥＵ
■

1全月齢

30ヶ月齢超  |

腸 1全月齢の

二型竪翌1_|

■特定危険部位(SRM:Spectted Rsk Matettar)

回示部位中の異常プリオン

たん白質の分布割合の合計 :99.796

()
-7-

●異常プリオンたん自質は、脳、せき髄、小腸などに蓄積し、これらの器官は
特定危険部位 (SRM)と 呼ばれる。

●SRMの 除去は、ヒトが vCJDに 感染するリスクを低減するために重要な対策
●我が国では、全月齢の頭部 (舌、頬肉を除く)、 せき柱、せき髄、回腸遠位部

(盲腸との接続部分から2m)を SRMに指定

<BSE発症牛のプリオンの体内分布及びSRM部位>
出典 :欧州食品安全機関「牛由来製品の残存BSEリスクに関する定量的調面レポート (2004年 )J

●脳 (三叉神経節を含む):62.50/0

/晴
蹴を犀管鋤 i鰊燻覇重Fi:36%

●せき髄:24.00/0

1言言婁篠管まζ晃染を除去する   |

●回腸 :9.60/●

1景
菫ξ:聾

続部分から2mの部分を

 |
〔〕:我が国のSRM

■各国の特定危険部位(SRM)の範囲

本

●

30ヶ月齢超の  30ヶ月齢超の 12ヶ月齢日の |

頭部
舌 頬肉を除き、

1頭蓋 囲 頭蓋

30ヶ月齢超 全月齢

30ヶ月齢超 30ヶ月齢超  112ヶ月齢超

30ヶ月齢超 30ヶ月齢超 30ヶ月齢超  ,
肯神 経節を含む |

全月齢の   全月齢の 全月齢の  1全 月齢の

回腸違位部  1回腸遠位部  1回腸還位部  1腸
|                 |                |                 |

(注)頭部の骨格、脳、眼などを含む部位のこと

0

OIE基準

()ie l
(胃理童菫たリスク国J
30ヶ月齢超の |

頭蓋

馳 II日 IE



■飼料規制

●米国 1・

●カナダ・
30ヶ月齢以上の牛の脳 。せき髄のすべての飼料への利用禁止 〔2009年)

SRMのすべての飼料への利用禁止 (2007年)

日 本

●

米 目・カナダ
~~ 1中

|

EU(ォランダ・フランカ

=〓
 ||

牛 鷹 ・ 鶏 牛 豚・鶏  1 牛  1 豚・鶏

Ｘ
　
一　
一
　
一

‐ Ｘ

×

×

○

一二 |― ≒_コ三
X  I O→ X l  x  l  x
―
一 ―――

・
――  ―――

―

t  ―  ――――― | ―
―

○  1 0 1  X  l  x

:倒用不・ J0:使用可、X:使用不●J

(注)米国では、 30ヶ月齢以上の牛の脳及びせき髄

0

■(参考資料1)我が国の牛肉輸入量の推移について

800

●米国産等の牛肉の輸入制限の結果
オーストラリア産・

=ュ
ージーランド産牛肉の輸入■が増加

●米国産等の牛肉の輸入再開後
オーストラリア産・ニュージーランド産牛肉の輸入量は減少傾向が見られる。

(千 トン)

カナダ産

米国産

2007    2000     2009 2010 (.1費
)



■ (参考資料2)牛肉の需給動向

●牛肉の消費量 (推定出回り量)は、我が国や米国でのBSEの発生後
大幅に低下して推移し、特に輸入量が減少

●国内生産量は35万 トン前後で推移
●この結果、牛肉の自給率 (重量ベース)は、40%をやや上回る水準で推移

ン
０

０

０

０

い・′・。
・・０。
¨
∞

(千 トン)

1′200

1′000

800

600

400

200

0

■■■輸入目

■ ′生産i
‐‐‐牛肉の自綸撃 (カロリーベース )

―
牛¨ 藝   (■ 壺ベース )

銘

∞
　
　
０
　
　
０
　
　
０
　
　
０

１

８

６

４

２

2006     200フ
二
”

一̈
一ｍ

0

(4jt)

出典 :晨林水産省「畜産物流通統計」「食料需給表」、財務省「日本貿易統計J

注)推定出回り量=生産量+輸入量+前年度在庫量―当年度在庫量

()

(独 )農自産業振興機構「食肉の保管状況調査 J

■ (参考資料3)食品安全規制に係る国際条約及び国内法

●食品の安全規制は、国際条約及び国内法において
最新の科学的知見に基づくこと等が求められている。

■.衛生植物検疫措置の臨 に関する協定 (SPS協定)

第 2条 基本的な権利及び義務
2 加盟国は、衛生植物検疫措置を、人、動物又は檀物の生命又は健康を保護するために必要な限度

においてのみ適用すること、科学的な原月に基づいてとること及び、第5条7に規定する場合を
除くほか、十分な科学的証拠なしに維持しないことを確保する。

第 3条 措置の調和
1 加盟国は、衛生植物検疫措置をできるだけ広い範囲にわたり調和させるため、この協定、特に

3の規定に別段の定めがある場合を除くほか、国際的な基準、指針又は勧告がある場合には、
自国の衛生植物検疫措置を当骸国際的な基準、指針又は勧告に基づいてとる。

2.食品安全基本法第 5条

食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民
の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによつて、食品を摂取することによる
国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。

()

く牛肉需給 (部分肉ベース)の推移>
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■(参考資料4)原発事故後の諸外国の輸入制限

●原発事故後、中国、 EUをはじめ諸外国は日本からの食品の輸入を制限している。
●こうした国に科学的知見に基づく対応を求めていく上でも、BSE対策について
最新の科学的知見に基づく再評価を行うことは必要

検査肛明薔を要求 産地証明書を要求 その他

0水産物については、産地・輸送
経路を記した検疫許可申請を要求

(注 2)福島、群馬、栃木、茨城、宮城、長野、山梨、埼玉、東京、千葉、神剌 ‖、静岡

出典 :展林水産省「諸外国・地域の規制措置 (12月 1日現在)」

その他の国を含めた輸入制限の状況

●日本のすべての又は一部の食品につき輸入停止/他の食品につき証明書を要求 :9ヶ国 (中国、韓国割
0日本のすべての食品につき証明薔を要求 :43ヶ国 (EU、 インドネシア、タイ、マレーシア、フラツレ等)

0日本の―部食品につき輸入停止又は証明■を要求 :9ヶ口 (米国、シンカポール、香港、マカオ、台湾等)

●検査強化 :8ケロ (イ ンド、ネパール、パキスタン、ミヤンマー、オーストラリア ニュージーランド等)

()

―ヽ

『■
10都舅日は1)の

1全ての食品、飼料

10都県以外の 110都県以外の
野菜及びその製品 1野菜及びその製品
乳及び乳製品等   1乳 及び乳製品等

E U 1          112都 県 は2)の 112都 県の    ●輸入国でのサンカ 腋 査

H■1   -  欽°n品  1全Ю娼  |       |
―――― ―

 でご蒟 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、新潟、長野、埼玉、東:京、千葉
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4-2

民主党厚生労働部門会議

(平成 23年 12月 27日 )

食品中の放射性物質に係る新たな基準値について

【厚生労働省配布資料】



食品の新たな基準値の設定について

1 見直 し

O現在の暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されてい
るが、よリー層、食品の安全と安心を確保する観点から、現在の暫定規制値で許容している年間線量
5ミ リシーベル トから年間 1ミ リシーベル トに基づく基準値に引き下げる。

O特別な配慮が必要と考えられる「飲料水」、「手し児用食品」、「牛乳」は区分を設け、それ以外の食品を
「一般食品」とし、全体で4区分とする。

2 基準値の見直 しの内 (新基準値は 244施行予定。一部品目について経過措置の適用を検討中)

⇒

0放射性セシウムの新基準値
飲料水        10ベ クレル/kg
牛乳         50ベ クレル/kg乳渥唇量品       1::貸多じル′I:

※放射性ス トロンチウム等を含めて基準値を設定

■食品区分の範囲について

飲料水

乳児用

0放射性セシウムの暫定規制値

肇鮒沓乳製品     :器 貸多じ;`′I:
野菜類       500ベ クレル/kな

穀類        500ベ クレル/kg
肉・卵・魚。その他  500ベ クレル/kg

0

鯛
鴎

設定理由

①全ての人が摂取し代替がきかず、損取量が大きい

②
裏錯ガ著書嵯僣禦

の放射性物質の指標値 に0

0水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能

含まれる食品の範囲

0直接飲用する水、調理に使用する水及び
水との代替関係が強い飲用茶

食品

牛乳

報
鯛

0食品安全委員会が、「小児の期間については、

感受性が成人より高い可能性」を指摘

O健康増進法 (平成

“

年法律第 103号)第2礫
第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち
「乳児用」に適する旨の表示許可を受けたもの
O乳児の飲食に供することを目的として販売する
もの

①子どもの摂取量が特に多い

②食品安全委員会が、「小児の期間については、
感受性が成人より高い可能性」を指摘

0乳及び乳製品の成分婦格等に関する省令 (昭和
26年厚生省令第52号)の乳 (牛乳、低脂肪乳、
加工乳など)及び乳飲料

以下の理由により、「一般食品」として一括して区分

①個人の食習慣の違い (損取する食品の偏り)の
影響を最小限にすることが可能

②国民にとって、分かりやすい規制

③コーデックス委員会などの国際的な考え方と整合

0上記以外の食品

-1-



■「一般食品」の基準値の考え方

●食品中の放射性物質 (放射性セシウム134及び137、 ストロンチウム90、 ルテニウム106、

プル トニウム)からの線量が年間 l msvを超えないように設定する。
●この際、放射性セシウム以外の核種は、測定に時間がかかるため、放射性セシウムとの比率を
算出し、合計してl msvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定する。

年齢区分別の摂取量と換算係数を考慮し限度値を算出

介入線量レベル

l rnSVノ年

飲料水の線量を引く

一般食品に割り当てる

線量を決定

基準値

100 Bq′ k9

0

牛
=L  

低脂肪手L  加工乳  撃L飲料

鴎躊嘴躊
轍
〔
・Ｕ

ワ
チーズ

Q

0

1歳未満

1歳～6歳

7歳～121

篤21晶 限度値(Bq/kg)

460

一　

一　

一　

一　

一　

一

男
一女
一男

一女

．男

一女
一男
一女

女

―
―

「
―
―
―
「
―
―

「
―
―

―
「
値ヽ

歳

　

凛

一
錨

一
上

　

嗣

６́
　
　
・１
　
一　
”
　
　
ｕ

310

320
190

210

120

130

160

160

120

「飲料水」の線量 =飲料水の基準値 (Bqノkg)X年齢区分別の飲料水の摂取量 x年齢区分別の線量係数>
●飲料水については、WHOが示している基準に沿って、年間線量を約0 1msv、 基準値を10Bq/kgとする。

●一般食品に割り当てる線量は、介入線量 レベル (l msv/年 )から、「飲料水」の線量 (約0.lmsv/年)を
差 し引いた約0 9msv/年 となる。

●当該線量を年齢区分別の年間損取量と換算係数で割ることにより、限度値を算出する (この際、流通する

食品の50%が汚染されているとする)。

■ 「牛乳」の範口及び『乳児用食品」「牛乳」の基準値について

「 牛乳」の区分に含める食品>
「牛乳」に含める食品は、乳及び乳飲料 とする。

乳飲料は、乳等を主原料とした飲料であり、消費者から牛乳や加工乳と同類の商品

と認識されているものを含むため。

■「牛乳」の区分に含める食品     | |口 「牛乳」の区分に含めない食品

割
３

手L等省令における「乳」         ,L等 省令における「乳製品」

●「乳児用食品」及び「牛乳」については、子どもへの配慮の観点で設ける食品区分であるため

万が一、流通する食品の全てが汚染されていたとしても影響のない値を基準値とする。

→新たな基準値における一般食品の100Bq/kgの半分である50Bqノ kgを基準値とする。

-2-



■「乳児用食品」の範囲について

カテゴリー

●健康増進法第26条第1項の

規定に基づく特別用途表示

食品のうち「乳児用Jに
適する日の表示許可を

受けたもの

●乳児の飲食に供することを
目的として販売するもの

→消費者が表示内容等によ り

乳児向けの食品であると

認識する可能性が高いもの

を対象とする。

含まれる食品の範囲

|口 乳幼児を対象とした岡襲粉乳 |

[脊F:ブ[□|

「こそ硫
~~・~  ~~―

)

服薬補助ゼリー、栄養食品等    ‐

■基準値の食品を摂取し続けた場合の被ばく線量

被ばく線璧 (mSV/年 )

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

〆〆〆
●基準値上限の食品を摂取 し続けることは想定 し得ず、実際の被ば く線量 はこれより相当程度
」ヽさい値 になることが想定される。

注)放射性セシウムから受ける実際の被ばく線量は、全年齢 (男女)の平均摂取量で試算した場合、
年間0.04m釣程度 (中央値)と推計される。

※「飲料水」「乳児用食品」「牛乳」は汚染割合100%、 「一般食品」は汚染割合50%として算出

〆〆〆〆 〆
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■里浩、加工食品の基準値適用の考え方

●基本的な考え
製造食品、加工食品については、原材料の状態、製造、加工された状態それぞれで
一般食品の基準値を適用することを原則とする。
ただし、以下の①、②の食品については、コーデックス委員会のReady―to―eatの
考え方を踏まえて、基準値を適用する。

① 乾燥きのこ類、乾爆海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜など原材料を乾燥させ、
水戻しを行い、食べる食昌

→食用の実態を踏まえ、原材料の状態と食べる状態 (水戻しを行つた状態)で一般
食品の基準値を適用する。
注)のり、煮干 し、するめ、干しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのまま食べる食品は、原材料の状態、

製造、加工された状態 (乾燥した状態)それぞれで一般食品の基準値を適用する。

② 茶、こめ油など原料から抽出して飲む、又は使用する食品

→食用の実態、原材料の状態と飲用、使用する状態で食品形熊が大きく異なる
ことから、原材料の状態では基準値の適用対象としない。茶は、製造、加工後、
飲む状態で飲料水の基準値を、米ぬかや菜種などを原料とする油は油で一般食品
の基準値を適用する。

■経過措置の設定について

現在の暫定規制値に適合する食品については、安全は確保されていることから、新たな基準値への
移行に際しては、市場 (流通)に混乱が起きないよう、準備期間が必要な食品 (米、牛肉、大豆)に
ついては一定の範囲で経過措置期間を設定する。
経過措置の対象となる食品については、消費者及び生産者に経過措置の対象となつた理由と安全性
について、丁寧に説明、周知を行う。
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食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について

平成 23年 12月 22日

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

放 射 性 物 質 対 策 部 会 報 告 書

平成 23年 3月 11日 に発生 した東京電力株式会社福島第一原子力発電所 (以

下、「福島原発」 とい う。)の事故により、周辺環境に放射性物質が放出され

たことを受け、厚生労働省は、原子力災害対策本部 と協議の上、3月 17日 に、

緊急的な措置として、原子力安全委員会により示 されていた「飲食物摂取制

限に関す る指標」を食品中の放射性物質に係る食品衛生法上の暫定規制値 と

し、これを上回る食品については食品衛生法第 6条第 2号に該当するものと

して食用に供されることがないよう対応することとし、各自治体に対 して通

知した (参考文献 1)。

同規制は、食品安全基本法第 11条第 1項第 3号に基づく緊急を要する場合

として、食品安全委員会による食品健康影響評価を受けずに定められたため、

同法第 11条第 2項に基づき、 3月 20日 に、厚生労働大臣より、食品安全委

員会委員長に対 して食品健康影響評価の要請がなされた。これを受けて、食

品安全委員会委員長は、 3月 29日 に 「放射性物質に関する緊急とりまとめ」

(参考文献 2)を厚生労働大臣に対 し通知するとともに、諮問の内容につい

て継続 して検討を行い、改めて放射性物質に関する食品健康影響評価につい

てとりまとめる方針を示 した。

一方、 4月 4日 に、魚介類中の放射性ヨウ素を相当程度検出した事例が報

告されたことを受け、 4月 5日 、原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力

災害対策本部の対応方針を受けて、厚生労働省は、魚介類中の放射性 ヨウ素

について、2000 Bq/kgの暫定規制値を適用することとし、これを超過する場

合には、食品衛生法第 6条第 2号に該当する旨を各 自治体に通知 した。

このため、4月 6日 に、魚介類中の放射性 ヨウ素の暫定規制値についても、

厚生労働大臣より、食品安全委員会委員長に対して、あわせて食品健康影響

評価を行 うよう依頼がなされた。
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今般の規格基準設定においては、 4月 に薬事・食品衛生審議会食品衛生分

科会放射性物質対策部会 (以下、「音5会」とい う。)が設置され、部会での議

論に加 え部会において設置 された 2つの作業 グループ (食品分類等及び線量

計算等)においても検討を重ねた。

食品安全委員会委員長は、10月 27日 に、厚生労働大臣に対 して、 「食品健

康影響評価 として食品安全委員会が検討 した範囲においては、放射線による

影響が見いだされているのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除

いた生涯 における累積の実効線量 として、おおよそ 100 mSv以上と判断 し

た。その うち、小児の期間については、感受性が成人より高い可能性 (甲 状

腺がんや 白血病)があると考えられた。」とす る、食品健康影響評価を答 申し

た (参考文献 3)。 なお、放射線による影響 よりも化学物質 としての毒性がよ

り鋭敏に出るとされたウランについては、耐容一 日摂取量 (TDI)と して 0.2

μg/kg体重/日 が示 された。

これを受けて、食品中の放射性物質に関す る新たな規格基準の設定につい

て、10月 28日 、厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会長あてに諮問がなさ

れるとともに、放射性セシウムについて食品から許容することのできる線量

を、年間 5ミ リシーベル トから 1ミ リシーベル トに引き下げるとする基本的

な考え方 が提案 された。

2.新 しい基準値の考え方

2。 1 介 入線量 レベルについて

現在の暫定規制値は、放射性 ヨウ素に対 し、甲状腺等価線量で年間 50ミ リ

シーベル ト、放射性セシウム (放射性ス トロンチウムの寄与を含む)、 ウラン、

プル トニ ウム及び超 ウラン元素のアルファ核種に対し、それぞれ実効線量で

年間 5ミ リシーベル トとして設定されている。

これに対 し、食品安全委員会の評価書は、管理機関が食品中の放射性物質

の管理 を行 う際の目安 として、前述の判断を示 した。また、この値は、食品

からの被 ばくを軽減するための行政上の規制値 (介入線量 レベル)ではなく、

放射性物質を含む食品の摂取に関するモニタ リングデータに基づく追力目的な

実際の被 ばく線量について適用 されるものとしている (参考文献 4)。

これについて、暫定規制値の下での食品か らの追加的な実際の被ばく線量

は、中央値濃度の食品を継続摂取 した場合の推計 (決定論的方法)で、預託
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実効線量が年間 0.1ミ リシーベル ト程度、90パーセンタイル値濃度の食品を

摂取した場合で年間 0.2ミ リシーベル ト程度 と推計 (いずれも、自治体等の

モニタリング検査における放射性 ヨウ素及び放射性セシウムの測定結果に基

づ く)さ れてお り、食品からの実際の被ばく線量は十分に低い レベルにある

と考えられる (薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 (10月 31日 開催)にお

いて報告 )。 また、これ らの推計は、汚染の無い輸入食品を摂取することなど

は考慮 してお らず、多くの国民にとっては、実態 よりも、高めの推計 となつ

ていると考えられる。

しかしながら、当部会は、合理的に達成できる限 り線量を低 く保つ とい う

考えに立ち、よリー層、国民の安全・安心を確保する観点から、介入線量 レ

ベルを年間 1ミ リシーベル トに引き下げることが妥当と判断した。

この判断の根拠は、コーデックス委員会が、食品の介入免除レベル として

年間 1ミ リシーベル トを採用 したガイ ドラインを提示 していることを踏まえ

たものである (参考文献 5)。

また、世界保健機関 (以下 「Ⅷ O」 とい う。)は、原発事故後の状況にも使

用が可能な飲料水の基準 として、年間 0。 1ミ リシーベル トを採用 したガイダ

ンスレベルを示 している (参考文献 6)。 このため、食品全体の介入線量レベ

ルを年間 1ミ リシーベル トにするとしても、その中で飲料水の規制を管理す

る際の考え方は、このガイダンスレベルを考慮すべきである。

後 ,コ ーデックス委貞会のガベ だフインの2、 Eυや″シス ベラルーン、ククライナで′ま、年周 ′ヾノシーベ

/ι ハ́を基準とレ 規制値ハ採用辞 κ いる。

2.2 規制対象核種の考え方について

新しい基準値は、福島原発事故直後に設けた暫定規制値に代わり、平成 24

年 4月 以降の長期的な状況に対応するものである。このため、基準値の設定

において規制の対象 とする放射性核種は、比較的半減期が長く、長期的な影

響を考慮する必要がある放射性核種 とすべきである。

今回の事故で福島原発から大気中に放出されたと考えられる放射性核種

について、原子力安全・保安院は、その放出量の試算値 (以 下、「保安院試算

値」とい う。)を公表 している。これを踏まえ、保安院試算値の リス トに掲載

された核種の うち、半減期が 1年以上の核種すべてを規格基準の設定で考慮

することが妥当である。すなわち、セシウム (cs-134、 Cs-137)、 ス トロンチ

ウム (Sr-90)、 ルテニウム (Ru-106)、 プル トニウム (Pu-238、 Pu-239、 Pu-240、

Pu-241)を規格基準における規制の対象 となる放射性核種とする。

この際、放射性セシウム以外の核種は、沢1定に時間がかかるため、放射性
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セシウム との比率を算出し、合計して 1ミ リシーベル トを超えないように放

射性セシ ウムの基準値を設定する。

なお、現在、放射性 ヨウ素は、代表核種を I-131と して暫定規制値が設定

されてい るが、福島原発事故による線量全体への寄与が大きい と考えられる

放射性 ヨウ素の中で、最 も半減期が長い I-131で も約 8日 であ り、平成 23年

7月 15日 以降に食品からの検出報告がないことか ら、規制の対象 とはしない。

また、ウランは、現時点において福島原発の敷地内あるいは敷地外で測定

されてい るウランの同位体比が、天然に存在するウランの同位体比に比べて

変化が見 られず、放出量は極めて少ないと考えられることから、規制の対象

とはしない (参考文献 7、 参考文献 8)。

2.3 食品区分 とその基準値について

2.3.1 食品区分

食品区分の設定に当たっては、①個人の食習慣の違い (摂取する食品の偏 り)

の影響を最小限にすることが可能であること、②国民にとって分か りやすい規

制 となること、③食品の国際規格を策定 しているコーデ ックス委員会などの国

際的な考 え方 と整合することを考慮 して、食品全体を 1つの区分 (一般食品)

で管理す ることを原則 とすべきである。

そこで、特別な配慮が必要 と考えられる「飲料水」、「平L児用食品」、「牛乳」

は区分を設け、それ以外の食品を「一般食品」とし、全体で 4区分 とする。

2.3.2 飲料水

飲料水は、すべての人が摂取 し代替がきかず、その摂取量が大きいこと、

ⅧOが飲料水中の放射性物質のガイダンスレベルを示していること、水道水中

の放射性物質は厳格な管理が可能であることを踏まえ、独立 した区分 とする。

飲料水 に区分 される食品は、直接飲用する水、調理に使用する水及び飲料

水 との代替関係が強い飲用茶 とする。

飲料水 に関する基準値は、前述のとお り、WHOが飲料水の基準 として、年間

0.1ミ リシーベル トとなる放射性セシウム (Cs-134、 Cs-137)の ガイダンスレ

ベルを 10 Bq/kgと 示 してお り、この値を基準値 とすることが妥当である。

2.3.3 乳児用食品

主に子 どもが食べる食品は、食品安全委員会が食品健康影響評価書の中で、
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「小児の期間については、感受性が成人 より高い可能性 (甲状腺がんや 白血

病 )」 を指摘 していることを考慮 して、独立 した区分 とする。

乳児用食品に区分 される食品は、健康増進法 (平成 14年法律第 103号)第
26条第 1項の規定に基づく特別用途表示食品の うち 「乳児用」に適する旨の

表示許可を受けたもの (乳児用の調製粉乳のみが該当するため、以下 「乳児

用調製粉平L」 とい う。)及び乳児の飲食に供することを目的として販売するも

の とする。なお、乳児用調製粉乳及び平L児の飲食に供することを目的として

販売するもののうち、粉状のものについては粉の状態で基準値を適用する。

2. 3. 4  牛乳

牛乳などは、子 どもの摂取量が特に多いこと、食品安全委員会が食品健康

影響評価書の中で、「小児の期間については、感受性が成人 より高い可能性

(甲状腺がんや白血病 )」 を指摘 していることなどを考慮 して、独立 した区分

とする。牛乳に区分 される食品は、牛乳の他、乳等を主原料とし、消費者が

牛乳 と同類の飲料 と認識する可能性が高いもの とすることが適当である。す

なわち、平L及び乳製品の成分規格等に関する省令 (昭和 26年厚生省令第 52

号。以下「乳等省令」とい う。)の乳及び乳飲料 とする。

2.3.5 -般 食品

「一般食品」に区分 される食品は、「飲料水」「平L児用食品」「牛乳」に該当 し

ないすべての食品とする。

2.3: 6 製造食品、加工食品

製造食品、加工食品については、原材料の状態、製造、加工された状態そ

れぞれで一般食品の基準値を適用すべきである。

その際、乾 しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥 し、通常水戻 しをして

摂取する食品については、コーデックス委員会の Ready― to―eatの考え方を踏

まえ、原材料の状態 と実際に摂取する状態 (水戻 しを行つた状態)で一般食

品の基準値を適用することが適当である。

一方、の り、煮干 し、するめ、干 しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのま

ま食べる食品は、原材料の状態、製造、加工された状態 (乾燥した状態)そ
れぞれで一般食品の基準値を適用することが適当である。

また、浸出して飲まれるお茶や、米ぬかから抽出されるこめ油などの食品

については、原材料の状態と、飲用又は使用す る状態で、食品形態が大きく

異なることから、原材料の状態ではなく、茶は飲む状態で飲料水の基準値を、

米ぬか及び油脂用種実を原料 とする油脂は、油脂 として一般食品の基準値 を
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適用す ることが妥当である。

2.4 月ヽ児の期間への配慮について

食品安全委員会の評価書において、小児の期間については、放射線の影響

を受けや すい可能性が言及 されている。現在の暫定規制値で管理 した場合、

小児の期 間における食品からの年間の実際の被ばく線量は、前述の当部会の

決定論的推計 (中央値)において、1-6歳で、年間 0。 135ミ リシーベル トで

ある。 この値は、福島原発事故直後の放射性 ヨウ素の影響を含めたものであ

り、放射 性 ヨウ素の影響がなくなった現時点の汚染実態を踏まえれば、小児

の年間の実際の被ばく線量はさらに小 さな値になると考えられ る。その際の

個人線量 は、自然放射線による食品からの内部被ばく線量の地域差等 と比較

しても大 きくないものと推定され る。

このため、新 しい基準値において介入線量レベルを年間 1ミ リシーベル ト

で管理 した場合、この値を引き下げる効果が期待 され、小児の期間の影響も

考慮 した上で妥当な水準であると考えられる。

また、「平L児用食品」及び 「牛乳」を設けることで、小児の期間の放射線防

護を優先 的に行 うことが適当である。

この他 、小児の期間への配慮の考え方は以下のとお り。

2.4.■  基準値を計算す る際の年齢区分等について

暫定規制値では、年齢区分 (成人、幼児、乳児)ごとに年間食品摂取量や

線量係数 が異なることに配慮 し、介入線量レベルに相当す る食品中の放射性

物質の濃度 (以下、「限度値」 とい う。)を年齢区分ごとに算出 し、最も厳 し

い限度値 を全年齢の規制値 とすることにより、放射線への影響の違いに配慮

をしてきた。

新 しい基準値についても、引き続き同様の方法で限度値の算出を行 うこと

に加 え、年齢区分を「1歳未満」、「1～ 6歳」、「7～ 12歳」、「13～ 18歳」、「19

歳以上」 の 5つに細分化 し、よりきめ細やかに年齢による放射能の影響を考

慮するこ とが適当と考えられる。

また、食品の摂取量や摂取パターンには、男女の性差が見 られ ることから、

こうした男女の差も合わせて考慮すべきと判断 した。

さらに、後述する、胎児の放射線防護の観点から、妊婦についても、限度

値の算出 を行 うこととした。

2.4.2 胎児の放射線防護の考え方について

胎児への放射線による健康影響に関して、国際機関等の見解を要約すれば、
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数十ミリグレイ (ガ ンマ線、ベータ線では 【ミリグレイ】は 【ミリシーベル

ト】と等価)未満の被ばく線量では、有害な組織反応や生涯にわたる確率的

影響の発生頻度は非常に小さいと考えられる。

当部会では、胎児に対する追加の防護対策の必要性を検討するため、妊婦

が放射性物質を含む食品を摂取することにより胎児が受ける被ばく線量を試

算した。この結果、放射性セシウムが主たる食品中の存在核種となる場合、

摂取時期による差はあるものの、胎児の被ばく線量は妊婦の被ばく線量に比
べて低くなると考えられた注。すなわち、胎児に対する防護対策は、妊婦の食

品摂取を適切に行うことにより担保できると判断した。

〃 ノa22の Fり行物

`%ι

′.〃 ″ 戒 夕 %を ―夕から、わ 励 遊 笏 翡 を通 ε均等,こ妨 性をシクス

"4Cs及
びゴθ篠 ノを務/7摂取 ιた場合、胎児力ヽ受ゲろ彼|ゴぐ顔重ぼ〃膚の半分以 7●となる。ラ 、放射艦

ヌ ハ″ンテクス 189Srや 9θ的 などの一

―

oま 月ヽ台児力授 ノノろ死ばく線量Э方力ヽ高 ぐなる」ι

か ιな″ゞら、環境弦 玲 後残存ナろ潟 秘 咳 ν を とんと 嫁 劾 安 ツ クスで占められるため、″Э放射性

核種の寄与を考慮 ιても、約 ワ 授 妨 被|ぎぐ緑量は、フ笙″と上″ることさなクヽと考え夕 %。

3.「飲料水」以外の食品の基準値の計

3.1.誘 導に用いる摂取量

放射性物質のような長期的なばく露を考慮することが必要な物質は、長期

間毎 日摂取を続けても安全であるかどうかを評価する必要がある。これまで、

残留農薬等の長期的なばく露による影響を評価する際には、食品の平均摂取

量を用いる考え方が採用されてきた。この考え方は、我が国のみならず国際

的にも一般的なものと言える。こうした考え方に基づき、今回の基準値の誘

導で用いる飲料水以外の 1日 摂取量は、国民の平均値とした。ただしt性差

や年齢区分などの明確に差が見られる点については、より厳密な評価を行 う

ため、個々の摂取量を考慮することとした。

これ らの値は、 (独)国立健康・栄養研究所が とりまとめた F食品摂取頻

度・摂取量調査の特別集計業務・報告書」、「国民健康・栄養調査J及び (財 )

環境科学技術研究所が青森県において実施 した 「平L幼児の食品摂取実態調

査」を参照 した。

一方、「飲料水」の 1日 摂取量は、WHOの ガイ ドラインを踏まえ、 2Lと し

た。この うち、乳児については、個人差が大きいことを踏まえ、同ガイ ドラ

インにおける体重 10 kgの児の値である lL・とした。
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3.2 基準値の計算式

「飲料水」を除く食品の限度値について、【式 1】 により計算した。その

際、すべての流通食品が基準値濃度の上限値の放射性物質を含むと考えるの

は妥当とは言えない。そこで、モニタリング検査等から得られている実測値

や流通食品に輸入食品が多く含まれる実態から、流通する食品の汚染割合を、

「一般食品」については 50%であると仮定した。

ただ し、「平L児用食品」、「牛乳」については、食品区分を設置した目的が

同じであることから、同一の基準値とすることとし、万が一、流通する食品

のすべてが汚染されていたとしても影響のない値として、「一般食品」の基

準値の 2分の 1の値を基準値とする。なお、計算過程の詳細は別冊に記載す

る。

【デヽ 1】

(「飲料水」を除く食品の限度値)(Bq/kg)

=(食品に害1り 当てられる年間線量)(mSv/y)

÷ Σ (各食品分類での対象核種合計線量係数※)(mSv/Bq)

X(当該食品分類の年間摂取量)(kg/y)

× (流通する食品の汚染割合)

X/‐/費″〃合謙 it係数体 ′/3q)″、倉謡脅 物 笏

"ク
ス ″%及び′θ″ f助 あたクわ規舗対=資核澪

=■
の殿

″ 6S″ 猜 れわ協政 rg/////に示ナ食品分類″:こ算定)。 このダ蚊|ま放射艦セシ九″ ′ゞ駒 存在ナろr』だお

いて、多クタ セカ るり27助 静まれるかを計算 ιたダ、各´″だ″イ
=係

数をかゲた″を合計することでβられる。

なお、【式 2】 において、「食品」に割り当てる年間線量は、介入線量レベル

から、「飲料水」に区分される食品の摂取 (以下、「飲料水摂取」という。)に

よる線量を引くことによつて求められ、また、飲料水摂取による年間線量は、

【式 3】 で求められる。

【式 2】

(「飲料水」を除く食品に割り当てられる年間線量)(mSv/y)

=(介入線量レベル)(mSv/y)― (飲料水摂取による年間線量)(mSv/y)

【式 3】

(飲料水摂取による年間線量)(mSv/y)

=(飲料水摂取による対象核種合計線量係数)(mSv/Bq)

X(飲料水年間摂取量)(kg/y)

X(飲料水の放射性セシウム濃度基準値)(Bq/kg)
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3.3 「一般食品」の基準値の計算結果

この計算により得 られた「一般食品」の限度値は、表 1の とお りである。(数

字 3桁 目を切 り下げて、有効数字 2桁で示 した。)限度値が最も小 さくなるの

は、13歳～18歳 (男 )の 120 Bq/kgであり、想定外の食品摂取をしても安全

が確保できるよう、介入線量に一定の余裕 (留保)を持たすため、この値を

安全側 に切 り下げた 100 Bq/kgを基準値とすることが適当である。

この結果、「平L児用食品」及び 「牛乳」の限度値は、「一般食品」の基準値

である 100 Bq/kgの 2分の 1の 50 Bq/kgと 設定される。

表 1 年齢区分別の限度値 (一般食品)

年齢区分 摂取量 限度値 (Bq/kg)

1歳未満 男女平均 460

1歳～ 6歳
男 310

女 320

7歳～12歳
男 190

女 210

13歳～18歳
男 120

女 150

19歳以上
男 130

女 160

妊 婦 女 160

最小値 120

基準値 100

4.新 しい基準値に基づく実際の被ばく線量の推計について

新 しい基準値の下での実際の被ぼく線量は、中央値濃度もしくは、90パーセ

ンタイル値濃度の食品を全年齢層における国民の平均摂取量で 1年間摂取 し続

けたと仮定 した場合 (決定論的推計)、 表 2の とお り、介入線量レベルの年間 1

ミリシーベル トに対 し、小 さな値になると推計される。
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しか しながら、実際の被ば く線量の推計については、今後、 トータルダイエ

ッ トスタデ ィ等により食品の汚染状況や摂取状況を調査 し、継続的に検証する

ことが必要 と考えられる。

※平成 ″ 年θガ ′″ も 平′″ ケ 〃ガ fδ β.こ厚生労働 多″うら公表された塗脇申の友″グを物質の縫寝 を″いた者計

※推計 で,ま、不検出 ′り のデータぼ α ′%発 ‐ 7と 6検出限界とιて示されてクヽろ臆を集計だん見 ただ し、示さ

れ てクオ ク場 合は、それ ぞれ ゴθ Bq/kgを使用 し、妨 グ娑セシクスとして″ Bq/kgを超えた検出限界 となってク%6

の7y′θ Bq/kgを 睫用 した。また、″//aの の吟 /をbοどルsιr″ο″ο″s Far ιYθσtronlο  Sυbnissゴa12 οF,a ιθ a17のαガOa′

aaヮ
`amina12ι

sカ ルοどa″どι力θ ttθ
`だ

記■ta場夕を 参考だ、鋼 ″ 思民健層こ・栄養
=調

査2/、分類 |こ″い全部で

″ 調 のラら、″ ″ゞ δO%夕■ 3係未満α わ た食品″で′ま″ の半分の′ム ″ ″S｀ 3幅以上であつた食品〃で″ l12の イ

タ 列 の″rを集計ユヽ クうた。

X落膚′力
=0ま

放射 ″セシクムからの拡/蒸 綻́″のみであク、実際の数をく″

“

」として/3-、 この形に、″ セシクム以外

の核i■力。らの拡ばぐ殷鬱 S わヽ る。

※新 ιク基準■この施行後、力 」郷 無 羨 な 規t嶽対,υ診 短半励 鯵 笏 α ′″鋳 絃 られる″S｀、部会に あ 検討 でな

これ らの良ば 0し″ 錫 ても、発ξF夕勒 ′ゞ72S′ を超えるよラなことはないと考えられる。また、ル テθ知 夕/摯は、

これ らのダ〃D影′″働 無ゞ視 できるレベノレまで′κ城麦ナると考えられる。

5.経過措置について

現在の暫定規制値に適合す る食品でも、十分安全は確保 されていると考えら

れることか ら、新 しい基準値への移行に際しては、市場 (流通)に混乱が起き

ないよう、施行 日までに製造 。加工された食品に経過措置を設定するとともに、

関係省庁への意見聴取を踏まえ、準備期間が必要な食品及びその食品を原料 と

する製造・加工食品には、一定の範囲で経過措置期間を設定することが必要で

ある。

表2 新しい基準値に基づく放射1畦主主立杢盆上2■ビ土堡量2上量

中央値濃度

(mSv/y)

90ノく‐一J`)/

タイル 4●L濃度

(mSv/y)

暫定規制値を継続

した場合の推計

(中央値濃度)

(mSv/y)

全年齢 (平均摂取量) 0.043 0.074 0.051
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なお、準備期間が必要な食品を原料 として製造・加工する場合、製造・カロエ

に原材料を用いることができる期限は必要最低限に留めることが望ましい。

6.規格基準 (案 )

上記の検討に基づき、以下の規格基準を設定することが適切である。

規格基準 (案 )

食品区分 放射性セシウムの基準値 (Bq/kg)

飲料水 10

乳児用食品 50

牛 乳 50

一般食品 100
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平成 24年度以降の基礎年金国庫負担の取扱い等について

.平成 24年度の基礎年金国庫負担害1合は、歳出予算 (36.5%分 )と 税制抜本改革
により確保される財源を充てて償還される「年金交付国債」(仮称。以下同じ。)

により2分の 1を確保するものとし、このことを法律上 。予算上明確にする。

2_平成 24年度の年金差額分の国庫負担を行 うための「年金交付国債」については、
具体的には、以下による。

① 政府は、平成 24年度の年金差額分と運用収入相当額 (譲渡可能な国債での運
用により得られる収益と同等になるよう算定)と を合算した額の「年金交付国
債」を発行する。

②  「年金交付国債」の具体的な償還スケジュール等は、税制抜本改革の具体案
の決定を受けて、決定する。

③  「年金交付国債」の償還財源には、税制抜本改革により確保される財源 (消

費税収)を充てる。償還は、税制抜本改革の実施後において、毎年度、予め定
める一定額を限り行うことができるものとし、政府は、償還の請求を受けた場
合は、速やかに償還に応じるものとする。

④ 年金財政の安定的な運営に著しい支障が生じるおそれがある場合など、財
務・厚生労働両大臣が協議の上で特に必要と認めるときは、予算で定めるとこ
ろにより、③で定める毎年度の上限額を超えて「年金交付国債」を償還するこ
とができるものとする。

3.平成 25年度から税制抜本改革により安定財源を確保するまでの間の年金差額分
の取扱いは、現行法の「必要な税制上の措置を講じた上で国庫の負担とするよう、
必要な法制上及び財政上の措置を講ずる」との規定に沿って、引き続き検討する。

4.過去繰り延べられて未返済となっている年金の国庫負担分の返済に必要となる
財源の確保策にっいて、引き続き検討する。

平成 23年 12月 22日

厚 生 労 働 大 臣

大臣折衝の結果、上記のとおり合意したことを確認する。

臣大務財

民主党政策調査会長
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補足資料

年金交付国債と基礎年全国庫負担1/2の仕組み
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診療報ll・ll。 介護報酬改定等について

平成24年度の診療報酬 。介護報酬の同時改定は、「社会保障 。税一体

改革成案」の確実な実現に向けた最初の第一歩であり、「2025年のある

べき医療 。介護の姿」を念頭に置いて、以下の取組を行う。

1.診療報酬改定

我が国の医療はいまだ極めて厳しい状況に置かれている。国民・患

者が望む安心・安全で質の高い医療が受けられる環境を整えてい くた

め、厳 しい経済環境や保険財政の下、平成24年度改定においては、概

ね 5, 500億円の診療報酬本体の引上げを行 うこととし、その増加

分を下記の 3項 目に重点的に配分する。

(1):診療報酬改定 (本体 )

改定率 +1_38%
各科改定率 医科 。+1.

歯科 +1.
調剤 +0。

(重点項目)

。 救急、産科、小児、外科等の急性期医療を適切に提供し続け

ることができるよう、病院勤務医等の負担の大きな医療従事者

の負担軽減・処遇改善の一層の推進を図る。

・ 地域医療の再生を図る観点から、早期の在宅療養への移行や

地域生活の復帰に向けた取組の推進など医療と介護等との機
能分化や円滑な連携を強化するとともに、地域生活を支える在

宅医療の充実を図る。

。 がん治療、認知症治療などの推進のため、これらの領域にお

ける医療技術の進歩の促進と導入を図ることができるよう、そ
の評価の充実を図る。

55%
70%
46%
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(2)薬価改定等

改定率 ム、1.38%
薬価改定率 え、1.26%(薬 価ベース A6.00%)
材料改定率 AO.12%

(注)診療報酬本体と薬価改定等を併せた全体 (ネ ット)の改定

率は、+0_00%。

( なお、別途、後発品の置き換え効果の精算を行 うとともに、

後発医薬品の推進策につぃては、新たなロードマップを作成

して強力に進める:併せて、長期収載品の薬価の在り方につ

いて検討を進める。

2_介護報酬改定等

平成24年度介護報酬改定においてはt介護職員の処遇改善の確保、

物価の下落傾向、介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏

また、以下の改定率とする。

介護報酬改定

改定率 +1.2%
在宅 +1,.0%
施設 +0.2%

(改定の方向)

・ 介護サービス提供の効率化 。重ノ点化と機能強化を図る観′点から、

各サービス間の効果的な配分を行い、施設から在宅介護への移行

を図る。 ~
・ 24時間定期巡回 。随時対応サービスなどの在宅サービスや、リ

ハ ビリテ

「

ションなど自立支援型サービスの強化を図る。

。 介護予防 。重度化予防については、真に利用者の自立を支援す

るものとなっているかとい う観点から、効率化 。重点化する方向

で見直しを行 う。
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臣大務財

。 介護職員の処遇改善については、これを確実に行うため、これ

まで講 じてきた処遇改善の措置と同様の措置を講ずることを要件

として、事業者が人件費に充当するための加算を行うなど、必要

な対応を講じることとする。

なお、介護報酬改定の考え方と整合を取り、平成24年度障害福祉サ

ービス等報酬改定は、福祉・介護職員の処遇改善の確保、物価の下落

傾向等を踏まえ、改定率+2.0%と する。

改定に当たつては、経営実態等も踏まえた効率化 。重点化を進めう

つ、障害者の地域移行や地域生活の支援を推進する方向で対応する。

平成23年 12月 21日

厚 生 労 働 大 臣

大臣折衝の結果、上記のとお とを確認する。

民主党政策調 査会長

ン　」
たし立思〈

回いソ

-5-



平成 24年度以降の子どものための手当等の取扱いについて

平成 24年度以降の子どものための手当制度に関しては、以下の方針に沿ってt

所要額 を平成 24年度予算に計上するとともに、平成二十三年度における子ども手

当の支給等に関する特別措置法 (以下 「特別措置法」 という。)附則第 2条第 1項
の規定を踏まえ、児童手当法を改正する所要の法律案を次期通常国会に提出する。

(1)3歳未満の子ども一人につき月額 15,000円 を、 3歳以上小学校修了までの

子 ども (第 1子・第 2子)す人につき月額 10,000円 を、
.3歳

以上小学校修了ま

での子 ども (第 3子以降)一人につき月額 15,000円 を、小学校修了後中学校修

了までの子 ども一人につき月額 10,000円 を支給する。年少扶養控除廃止に伴 う

手取 り額の減少に対応するため、所得制限以上の者については、中学校修了ま

での子 ども一人につき、5,000円 を支給する。

(2)所得制限は 960万円 (夫婦、子ども 2人)を基準 とし、これまでの児童手当

制度 と同様に扶養親族数等に応 じた加減等を行い、被用者 。非被用者の水準は

同一 とする。また(所得制限は、平成 24年 6月 分か ら適用する。

(3)所得制限額未満の被用者に対する 3歳未満の子 どもに係る手当の費用の 15

分の 7を事業主が負担 し、その他の子 どもに係る手当の費用を国と地方が 2対
1の割合で負担する仕組みとする。なお、都道府県 と市町村の負担害」合は、 1

対 1と する。

(4)公務員については、所属庁から支給する。

(5)特別措置法で設けられた、保育料の手当からの直接徴収、学校給食費等の本

人同意による手当からの納付、子 どもの国内居住要件、施設入所子 どもの施設
の設置者への支給等については、同様の仕組みを設ける。

2_平成 22年度税制改正による所得税・住民税の年少扶養控除の廃止及び特定扶養

控除の縮減 ((1)及び (3)において「年少扶養控除の廃止等」とい う。)に よる

地方財政の増収分については、平成 21年 12月 23日 付け4大臣合意における「最

終的には子 ども手当の財源 として活用することが、国民に負担増をお願いする趣旨
に合致す る。また、児童手当の地方負担分についても、国、地方の負担調整を図る

必要がある。」との趣旨及び平成 22年 12月 20日 付け 5大臣合意において「子ども

手当及び これに関連する現物サービスに係 る国と地方の役割分担及び経費負担の

あり方」を幅広 く検討するとされている趣旨を踏まえ、 1.(3)に 掲げる費用負

担による子どものための手当の負担として充てる (24年度 :1,087億円)こ とに加
え、次のとおり国と地方の負担調整等を行う。               i
(1う 平成 24年度の取扱い

①平成 22年度の子ども手当の創設に伴 う負担の増大に対応する地方特例交付
金 (所要額 :1,353億 円)について、子ども手当から子どものための手当ヘ

の制度改正に伴い、整理する。

②平成 24年度税制改正における環境性能に優れた自動車の取得に係る自動車
取得税の減免措置b継続に伴い必要となる市町村の自動車取得税交付金の

減収の一部を補填するための地方特例交付金 (所要額 :500億円)の措置を
国費から地方財政の増収分に振り替える。
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③地方の 自由度の拡大に併せ、以下の国庫補助負担金の一般財源化等を実施す
る。 (1,841億 円)

。子育て支援交付金 (次世代育成支援対策推進事業の一部、地方独自の子育
て支援推進事業及び子育て支援環境整備事業に限る。)(93億 円)

。地域子育て創生事業 (地方独自の事業への補助。平成 24年度からは、地
方財政の増収分で対応する。)(124億 円)

。子 ども手当事務取扱交付金 (98億円)

。国民健康保険都道府県調整交付金 (1,526億 円)

。これ らの措置による地方の事業の内容については、地方の裁量を尊重する
ため、国は、法令上の基準を新たに設けないこととする。

④ 平成 24年度における暫定的対応として、年少扶養控除の廃止等による地方
財政の増収分の一部を特定疾患治療研究事業の地方の超過負担の財源とし
て活用する。 (269億 円)

(2)特定疾患治療研究事業に係る地方の超過負担については、その解消に平成 24

年度予算から取り組み、早期の解消を目指す。
(3)平成 25年度以降の取扱い

年少扶養控除の廃止等による地方増収であることに鑑み、平成 25年度に平
年度化する地方財政の追加増収分及び2.(1)④の暫定対応分は、平成24年
度増収分に係る対応に代えて、基金設置による国庫補助事業の財源に代わる恒
久的な財源として、子育て分野の現物サービスに活用することとし、その具体
的内容は今後検討する。

(4)子 ども 。子育て新システムについては、「社会保障 。税一体改革成案」(平成
23年 6月 30日 政府・与党社会保障改革本部決定)において、税制抜本改革以
外の財源を含めて 1兆円超程度の措置を今後検討するとされてお り、財源確保
のために最大限努力を行 う。

3_国民健康保険制度に関して、以下の措置を講ずることとし、国民健康保険法を改
正する所要の法律案を次期通常国会に提出する。また、「社会保障。税一体改革成
案」に盛 り込まれている市町村国保の財政基盤の強化については、低所得者の保険
料軽減の拡充及び保険者支援の拡充に充てることとし、そのための必要財源 (～
2,200億 円程度)については、社会保障 。税一体改革成案を具体化する中で、措置
する。なお、高額医療費共同事業の国庫負担のあり方については、社会保障。税―
体改革による財政基盤の強化の状況を踏まえ、検討する。
(1)平成 22年度から平成 25年度までの暫定措置である国保財政基盤強化策(保

険者支援制度及び都道府県単位の共同事業 (高額医療費共同事業及び保険財政
共同安定化事業))を恒久化する (平成 27年度)。 また、恒久化までの間、暫
定措置を 1年間 (平成 26年度まで)延長する。なお、財政安定化支援事業に
ついては、社会保障 。税一体改革による財政基盤の強化及び財政運営つ都道府
県単位化を踏まえ、所要の見直しを行う。

(2)都道府県単位の共同事業について、事業対象を全ての医療費に拡大する (平
成 27年度)。 なお、共同事業の拠出割合は、現在と同じ、医療費実績害150、 被
保険者割 50とするが、都道府県が市町村の意見を聴いて変更可熊とする。
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(3)財政運営の都道府県単位化を円滑に進める等のため、都道府県調整交付金を

給付費等の 7%から9%に引き上げる。これに伴い、国の定率負担は給付費等
の 32%と する (平成 24年度)。

4.「平成 24年度予算の概算要求組替え基準について」 (平成 23年 9月 20日 閣議決

定)のルールを踏まえ、厚生労働省の年金 。医療等に係る経費の高齢化等に伴 う自

然増については、 2.に掲げる平成 24年度分の地方財政の増収分に係る措置を前

提に、追加要求をできることとする。

平成 23年 12月 20日

内 閣 官 房 長 官

総 務 大 臣

財 務 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

大臣折衝の結果、上記のとお り合意 したことを確認する。

民主党政策調査会長

r)
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地方増収分 (使途未定分)の取扱いについて

.平成 24年度における取扱い

① 現金給付の地方負担 1,087億円

国 :地方=211(恒 久化)

※所得制限超世帯への措置は月額 5,000円 を前提

② 子ども手当特例交付金 1,353億 円

平成 22年度の子ども手当の創設に伴う負担の増大に対応する

地方特例交付金について、子ども手当から子どものための手当ヘ

の制度改正に伴い整理する。

③ 減収補填特例交付金 500億円

平成 24年度税制改正に伴い必要となる市町村の自動車取得税

交付金の減収の一部を補てんするための地方特例交付金の措置

を国費から地方の増収分に振り替える。

④ 地方の自由度の拡大にあわせた一般財源化等 1,841億 円

生子育て支援交付金 (地方独自の子育て支援推進事業等)(93億円)

口地域子育て創生事業 (124億円)

・子ども手当事務取扱交付金 (98億円)

・国民健康保険都道府県調整交付金 (1,526億円)

都道府県の調整機能の強化と市町村国保財政の共同事業の拡

大の円滑な推進等のため、国定率負担から都道府県調整交付金ヘ

移す (給付費等の2%分 )。

⑤ 平成 24年度における暫定的対応として、特定疾患治療研究事業

の地方の超過負担の財源として活用 269億円

2.特定疾患治療研究事業に係る地方の超過負担については、その解消

に平成 24年度予算から取り組み、早期の解消を目指す。

31平成 25年度以降の対応

年少扶養控除の廃止等による地方増収であることに鑑み、平成 25

年度に平年度化する地方増収 (追加増収分 :675億円)及び 1.⑤の

暫定対応分は、平盛 24年度増収分に係る対応に代えて、基金設置に

よる国庫補助事業の財源に代わる恒久的な財源として、子育て分野の

現物サービスに活用することとし、その具体的内容は今後検討する。
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の子どものための 当制 について

―
一
０
１

|※尊孟斎贄鞘簾機習II

※ 公務員は全額所属庁が負担

※ 所得制限未満の3歳未満 (被用者世帯)の費用の

[:::::::::::::::lil:::::::::1:::::::::::::::::::::::::|

【現行】

※ 公務員は全額所属庁が負担

◎児童手当法の改正により、恒久的な子どものための手当制度を創設するにあたり、費用負担を次のとおり見直す。

・現金給付に関する国と地方の役割分担を踏まえ、国:地方=2:1とする。

・制度改正に伴い、子ども手当の創設に伴う地方の負担増に対応するための子ども手当特例交付金は整理する。
…

【見直し案】

・3歳未満       : 一律 15,000円
・3歳以上小学校修了前 : 第 1、 2子 10,000円、第3子以降 15,000円

・寄種亀限世帯     : 一種
13888冒

翼 贔急祭品冒よ究野珀鷲異婦、子ども?本≧ |し、■年
での児童手当制度と同様に扶養親族

数等に応じた加減等を行い、被用者・非被用者の水準は同一とする。


